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１．研究目的 

四国においては，今後 30年以内に 70%程度の発生確率で南海トラフ巨大地震が発生すると予

測されており，国内観測史上最大規模であった「東北地方太平洋地震」とほぼ同程度と想定され，

東日本大震災のように地震や津波により，ライフライン，情報通信，道路などのインフラが多大

な影響を受けると考えられる。事業継続計画(BCP：Business Continuity Plan)とは，災害などの

緊急事態が発生したときに，企業が損害を最小限に抑え，事業の継続や復旧を図るための計画の

ことであるが，愛媛県の生コン工場では BCPを策定している工場は殆どない。災害時に道路や仮

設住宅建設などの復旧工事に資材提供の役割を担う生コンクリート製造業の社会的使命を果たす

ためは BCPの策定が必要であると考えられる。 

そこで本研究では，愛媛県の生コン工場において県外産の骨材を 50%近く使用していることも

考慮して，南海トラフ地震を想定した生コン工場の BCP策定に資するために，被災した場合の生

コン工場の復旧に影響を及ぼす要因を明らかにすることを目的としている。本研究では東日本大

震災などで被災した生コン工場を調査し，復旧に時間を要した要因を把握する。そして，南海ト

ラフ地震が発生した場合に愛媛県の生コン工場にどのような被害が発生するかを推定し，取り上

げた要因が復旧に要する期間にどのように影響を明らかにする。 

 

２．生コン工場の被害調査 

 本研究では 2011年東日本大震災の被害を受

けた岩手県と宮城県の生コン工場および 2018

年西日本豪雨の被害を受けた愛媛県の生コン

工場の被害状況および復旧までの経緯を調査

してそれらを取り纏めた。 

 図1は東日本大震災で被災し非稼働となった

工場を示す。発災から 3ヶ月経過しても稼働し

ていない工場があり，本研究ではそれらの工場

から図 2に示す 8工場について調査した。 

 調査した 8工場全てで最大震度が 6と推定さ

れており，そのうち 5工場が津波の被害を受け

ており，1工場を除いて生コン工場周辺の津波

高さは 10mを超えていた。写真 1は A工場の

被災後の状況を示す。プラントの建屋とセメン

トサイロ以外の建物などが津波で流失してい

ることが分かる。他の生コン工場においても，

プラントの建屋は地震による揺れや津波によ

って倒

壊して

いない。
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図 1 地域別被災工場数とその復旧状況 

図 2 調査した生コン工場の立地 写真 1 A 工場の被災後の状況 



 

ると表 1のとおりである。

従業員の安否確認に関し

ては，東日本大震災の発災

が平日の昼間の工場の操

業時であったことから多

くの工場で１日で安否確

認が行われている。瓦礫の

撤去に関しては被災地で

の捜索状況や瓦礫の受け

入れ状況が影響するため，

約１ヶ月から３ヶ月と幅

がある。生コン工場のプラ

ント自体は津波や揺れに

よって倒壊などの大きな被害は無かったが，ベルトコンベアの流出・損傷，キュービクル式高圧

受電設備の被災・損傷，骨材ヤード，試験室，事務所の被災等により，プラントが稼働するまで

には約１ヶ月から５ヶ月と工場によって差がある。これは新たに手配した設備の入手状況に関係

している。最終的にコンクリートの出荷に関して，A工場および D工場は特殊な事情があるため

長くなっているが，ほとんどの工場で約４ヶ月から６ヶ月となっている。今回調査した工場にお

いて，地震・津波による災害に対して予め対策を取っていた工場や被害が小さいと思われた工場

においても，コンクリート出荷までに約４ヶ月を要している。今回の調査から東日本大震災と同

じクラスの南海トラフ地震によって被害を受けた場合の工場ではコンクリート出荷までに約５ヶ

月は要すると考えられる。 

 

３．愛媛県の生コン工場の想定される

被害 

 愛媛県にある 55社の生コン工場を

対象とし，これらの工場に対して南海

トラフ地震において想定されている津

波，震度，液状化のハザードマップと

比較して各工場の被害を想定した。 

津波に関しては南海トラフ地震を想

定した愛媛県の最大クラスの津波が悪

条件下において発生した場合に想定さ

れる浸水の区域（浸水域）と水深（浸

水深）を表したハザードマップを参考

にした。図 3は生コン工場の立地にお

ける最大浸水深さを示す。約 70％の工

場において津波による被害は無いと考

えられる。また，予想された通り南予

地区の 5工場で最大浸水深さが 5.0～

10.0mの津波が想定される。これらの工場では津波により試験室，キュービクル式高圧受電設備

などの流失・損傷や瓦礫による被害が考えられる。 

南海トラフ地震を想定した愛媛県の震度階級を示しているハザードマップに，55社の生コン工

場の立地をあてはめてプロットしたものが図 4である。全ての工場で震度 6程度あるいはそれ以

上の震度が想定される。従って，プラント建屋の倒壊などは無いと思われるが，ベルトコンベヤ

などの周辺設備に被害が生じることが考えられる。 

南海トラフ地震を想定した愛媛県の液状化に関するハザードマップに，生コン工場をあてはめ

てプロットしたものが図 5 である。液状化の PLの値が高いほど危険度が増加し，PL値が 15以上

は液状化に関する詳細な調査と液状化対策が不可避であり，生コン工場の半数が相当し，それら

の工場では事前にサイロやプラントなどに液状化の対策を施すことが必要であり，被災すると復

旧が遅れる可能性が高くなる。 

表 1 調査した工場の復旧過程のまとめ 

工場 安否確認 瓦礫撤去 プラント復旧 コンクリート出荷 

A 3 日 約３ヶ月 被害なし 約２年１ヶ月 

B 1 日 約２ヶ月 被害なし 約６ヶ月 

C 数日 約１ヶ月 被害なし 約４ヶ月 

D 1 日 約３ヶ月 工場移転 約１年６ヶ月 

E 1 日 瓦礫なし 被害なし ４日 

F 1 日 瓦礫なし 被害なし 約４ヶ月 

G 1 ヶ月 約３週間 被害なし 約４ヶ月 

H 1 日 約１週間 被害なし 約５ヶ月 

I 1 日 約２ヶ月 被害なし 約５ヶ月 

 

図 3 生コン工場の立地における最大浸水深さ 



 

図 5 液状化危険度と生コン工場の立地の関係 

なお，ライフラインの被害に

関して，東日本大震災を参考に

すると停電の被害は愛媛県でも

発生すると考えられる。もし南

海トラフ地震が発生して，愛媛

県で停電がおこった場合は 1~2

週間で電力が復旧すると想定さ

れている。よって，津波の被害

が無く，耐震および液状化対策

を行っている生コンクリート工

場では 1～2週間で復旧が可能に

なると思われる。また，道路の

被害に関しては，東日本大震災

の状況と愛媛県内での津波の被

害を考慮すると，道路は比較的

早期に開放されると考えられる。 

 

４．コンクリート材料の供給 

 セメントの供給は，東日本大

震災の際には他県のサービスス

テーションから供給が可能であ

ったことから，セメントの供給

不足には至らなかった。愛媛県

の場合も他の地区や隣接する他

県のサービスステーションから

供給が可能であると考えられる。 

混和剤は，東日本大震災以前

の体制で供給が滞ることがなか

ったと報告されており，愛媛県

の生コン工場への混和剤の供給

も滞ることは無いと想定される。 

骨材の供給に関して，最初に

岩手県および宮城県の砕石事業

所の被害状況をまとめると次の

通りであった。砕石事業所の被

害は，電気・ガス・水道などの

ライフラインの不通などの軽微

なものを含めると約8割と多い。

しかしながら，切羽崩壊，場内道路崩壊あるいは設備の被害など事業の稼働に関係するものにお

いては重大な破損被害は報告されていない。その結果，被災した事業所が復旧するまでの平均日

数は岩手県で 6.6日，宮城県で 16.7日であった。なお，宮城県で復旧に日数を要したのはインフ

ラの復旧に時間がかかったためである。これらのことを参考にすると，愛媛県の砕石事業所の立

地は岩手県や宮城県と同様に山間部などの比較的高いところにあることから，津波による被害で

はなく，地震や液状化による被害が考えられる。しかしながら，東日本大震災の被害状況を参考

にすれば，愛媛県の砕石事業所の被害は軽微であると考えられ，電気や道路の復旧にも依存する

が，1~2週間で復旧し，骨材供給が可能になると思われる。 

一方，県外からの骨材の供給に関しては利用している港の復旧期間が関係する。東日本大震災

では津波に加えて地震力と液状化により，港全体が沈下し，外郭施設や係留施設などの施設機能

が損なわれた港が多く存在した。航路啓開作業は発災後 4 日～8 日で着手し，救援物資の第 1 船

入港日は発災後 5日～15日であったが，一般利用に関しては約 1ヶ月後から港湾物流が再開して

いる。松山港では，南海トラフ地震時には被災箇所の点検や応急復旧を行いながら，企業物流輸

図 4 震度階級と生コン工場の立地の関係 



 

送は発災後 2 週間後から順次活動を再開すると想定している。宇和島港では企業物流輸送は 12

日以降に住民生活に直結するエネルギーの維持や離島航路の回復を行い，岸壁の被災状況やその

岸壁に利用する企業の被災状況や業務復旧見通し等を考慮して検討するとしている。さらに骨材

の積出しに利用される津久見港では点検・応急復旧を続けながら 11日～1ヶ月程度で企業物流活

動が可能となるよう想定している。以上のことから，まったく同じ条件ではないが，東日本大震

災の際の仙台塩釜港の塩釜港区における津波浸水高さと企業物流輸送開始時期に基づけば，松山

港は 2週間，宇和島港は 1か月，津久見港は 3週間程度で企業物流輸送が再開すると想定される。 

 

５．愛媛県の生コン工場の復旧期間 

以上の結果を踏まえて，南海トラフ地震が発生した場合に，愛媛県の生コンクリート工場にお

いては以下の 3つの被害とそれによる復旧パターンが考えられる。 

Ⅰ：3m以上の津波 and/or 震度 6強の地震 and/or 液状化 PL値 15以上の場合 

Ⅱ：震度 6弱以上 and/or 液状化 PL値 15以上の場合   

Ⅲ：震度 6弱以上 and 液状化 PL値 15以下の場合 

 

Ⅰの場合が 7工場，Ⅱの場合が 28工場，Ⅲの場合が 20工場である。Ⅰの場合には復旧までに

約 4 か月要すると推定されるが，キュービクル式高圧受電設備や事務所などを高いところにおい

ておくことや施設を耐震化しておけば復旧が早くなる。ⅡおよびⅢの場合は設備の耐震化や液状

化対策を事前にやっておけば復旧時間は大幅に短縮できると考えられる。愛媛県の生コン工場で

は予め対策を施しておけば大部分の工場において，早期に復旧できると考えられる。そして，コ

ンクリート材料の供給もコンクリートの出荷時期に影響を及ぼさないと考えられる。しかしなが

ら，県外の骨材を使用している工場では港が復旧するまでの 1 ヶ月前後は骨材の供給が滞り，工

場は復旧していてもコンクリートの出荷ができないというリスクが伴うと考えられる。 

 また，愛媛県の砕石事業所においては，岩手県や宮城県での状況から，事業所の操業復旧に長

期間を要する被害は少ないと考えられる。砕石は生コンクリート工場への骨材の供給に加えて，

直接，応急復旧工事には欠くことのできない資材である。宮城県への訪問調査においても，被災

3 日後に砕石供給の依頼があった事業所もあったことから，愛媛県の砕石事業所も早期の操業復

旧できるよう設備などの耐震対策を行っておくことが必要である。そして，大規模災害時の復旧

における砕石事業者の役割を明確にするためにも自治体などと災害時協定を締結する必要があり，

さらに，復旧の砕石供給に加えて，瓦礫の仮置きや破砕の瓦礫処理や復旧工事に用いる資材や機

材の仮置き場など復旧に貢献できる事項を明確にして砕石事業者の社会的地位向上につなげる必

要がある。 

 Ⅱの場合の復旧までの業務プロセス図 

Ⅲの場合の復旧までの業務プロセス図 

 Ⅰの場合の工場の復旧までの業務プロセス図 

図 6 愛媛県の生コン工場の復旧までの業務プロセス図 


